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地域団体商標に係る団体の構成員について 

 

 

地域団体商標に関しては、自己又はその構成員による商標の使用を登録の要

件としており（商標法第７条の２）、また、登録後においては、商標権者であ

る組合等の定めるところにより、その構成員が登録商標の使用をする権利を有

し（商標法第３１条の２第１項）、不使用取消審判等においては通常使用権者

とみなされる（商標法第３１条の２第３項）。ところで、地域団体商標の出願

の中には「全国農業協同組合連合会」（以下「全農」という。）が出願人となっ

ているものもあるところ、全農の構成員は個別の地方自治体にある単位農協で

あって、単位農協の組合員である農業従事者（農家）は構成員になり得ないの

ではないか、という指摘がある。 

しかし、全農の構成員については、以下の基本的考え方により、地域団体商

標の審査においては農業従事者（農家）も構成員として取り扱うこととする。 

なお、全農と同様の事情にある団体についても、以下に準じて取り扱うもの

とする。 

 

（基本的考え方） 

１．地域団体商標は、団体又はその構成員の業務に係る商品又は役務として共

通の性質を表示するために団体が構成員に使用をさせる商標である。 

 

２．全農については、その事業を行うに当たって、直接構成員である単位農協

等のみならず、間接構成員である単位農協の組合員も構成員である組合員と

して扱われる（農業協同組合法第１０条）ところ、その間接構成員に関して

は「連合会については、その直接の構成員である会員のほか、間接の構成員

である会員の組合員である農業者が、事業利用において会員と同じ扱いとな

る」とされている（「農林法規解説全集」農林水産省農林法規研究委員会編）。 

 

３．しかも、農業者が構成員として扱われるのは、農業の経営及び技術の向上

に関する指導、組合員の事業に必要な物資の供給、農作業の共同化、組合員

の生産する物資の運搬・加工・貯蔵又は販売等の事業であるが、これらは、

団体の管理の下で団体としての共通の品質を確保して構成員に商標の使用を

させるという地域団体商標の趣旨に密接な関係を有するといえるものであり、

これら事業においては、農業者も全農の構成員として扱われているといえる。 

 

４．このため、仮に、全農については、直接構成員である単位農協のみならず、

間接構成員である単位農協の組合員である農業者も、全農の構成員として扱

うこととする。 



（参考１）農業協同組合法（抜粋） 

 
第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。  
一  組合員（農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に

構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の三十一第三項及び第五項を除き、以下こ
の節において同じ。）のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導  

二  組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け  
三  組合員の貯金又は定期積金の受入れ  
四  組合員の事業又は生活に必要な物資の供給  
五  組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設（医療又は老人の福祉に関するものを除

く。）の設置  
六  農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設  
七  農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土

地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理  
八  組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売  
九  農村工業に関する施設  
十  共済に関する施設  
十一  医療に関する施設  
十二  老人の福祉に関する施設  
十三  農村の生活及び文化の改善に関する施設  
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結  
十五  前各号の事業に附帯する事業  

 

 

 

（参考２）農林法規解説全集（抜粋） 

〔農林水産省農林法規研究委員会編：株式会社大成出版〕 

 

「従前から、連合会がその会員である農協の組合員に対して行うサービスの提供につい

ては、会員農協が行う事業を補完するという位置付けで実施してきたところであり、平

成一三年の改正では、経済事業改革の一環として、連合会が生産資材を一括発注し組合

員に直接供給するシステムが確立されること等が考えられたことから、連合会について

は、その直接の構成員である会員のほか、間接の構成員である会員の組合員である農業

者が、事業利用において会員と同じ扱いとなることが明確にされたところである。」 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/32_7-2.pdf�

